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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、前記広帯域よりも高域である
拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符号化装置であって、
　前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択する帯域選択手段と、
　入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加える帯域制限手段と、
　を具備し、
　前記帯域選択手段は、
　前記拡張帯域において符号化対象から前記制限を加える帯域として、前記入力信号のピ
ッチ周波数が高いほど除外する帯域を広く選択し、
　前記帯域制限手段は、
　前記選択された帯域を符号化対象から除外することにより前記制限を加える、
　音声符号化装置。
【請求項２】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、前記広帯域よりも高域である
拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符号化装置であって、
　前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択する帯域選択手段と、
　入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加える帯域制限手段と、
　を具備し、
　前記帯域選択手段は、
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　前記拡張帯域において前記制限を加える帯域として、前記入力信号のピッチ周波数が高
いほどエネルギーを減衰させる帯域を広く選択し、
　前記帯域制限手段は、
　前記選択された帯域のエネルギーを減衰させることにより前記制限を加える、
　音声符号化装置。
【請求項３】
　符号化装置において生成された、広帯域の信号を符号化することによって得られた第１
レイヤ符号化情報を第１レイヤにおいて復号し、前記広帯域よりも高域である拡張帯域の
信号を符号化することによって得られた帯域拡張レイヤ符号化情報を帯域拡張レイヤにお
いて復号する音声復号装置であって、
　前記拡張帯域において出力の際に制限を加える帯域を選択する帯域選択手段と、
　復号信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加える帯域制限手段と、
　を具備し、
　前記帯域選択手段は、
　前記拡張帯域において出力対象から前記制限を加える帯域として、前記復号信号のピッ
チ周波数が高いほど除外する帯域を広く選択し、
　前記帯域制限手段は、
　前記選択された帯域を出力対象から除外することにより前記制限を加える、
　音声復号装置。
【請求項４】
　符号化装置において生成された、広帯域の信号を符号化することによって得られた第１
レイヤ符号化情報を第１レイヤにおいて復号し、前記広帯域よりも高域である拡張帯域の
信号を符号化することによって得られた帯域拡張レイヤ符号化情報を帯域拡張レイヤにお
いて復号する音声復号装置であって、
　前記拡張帯域において出力の際に制限を加える帯域を選択する帯域選択手段と、
　復号信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加える帯域制限手段と、
　を具備し、
　前記帯域選択手段は、
　前記拡張帯域において前記制限を加える帯域として、前記復号信号のピッチ周波数が高
いほどエネルギーを減衰させる帯域を広く選択し、
　前記帯域制限手段は、
　前記選択された帯域のエネルギーを減衰させることにより前記制限を加える、
　音声復号装置。
【請求項５】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、前記広帯域よりも高域である
拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符号化方法であって、
　前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択するステップと、
　入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に制限を加えるステップと、
　を具備し、
　前記帯域を選択するステップは、
　前記拡張帯域において符号化対象から前記制限を加える帯域として、前記入力信号のピ
ッチ周波数が高いほど除外する帯域を広く選択し、
　前記選択された帯域に制限を加えるステップは、
　前記選択された帯域を符号化対象から除外することにより前記制限を加える、
　音声符号化方法。
【請求項６】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、前記広帯域よりも高域である
拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符号化方法であって、
　前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択するステップと、
　入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に制限を加えるステップと、
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　を具備し、
　前記帯域を選択するステップは、
　前記拡張帯域において前記制限を加える帯域として、前記入力信号のピッチ周波数が高
いほどエネルギーを減衰させる帯域を広く選択し、
　前記選択された帯域に制限を加えるステップは、
　前記選択された帯域のエネルギーを減衰させることにより前記制限を加える、
　音声符号化方法。
【請求項７】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて復号するとともに、前記広帯域よりも高域である拡
張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて復号する音声復号方法であって、
　前記拡張帯域において出力の際に制限を加える帯域を選択するステップと、
　復号信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加えるステップと、
　を具備し、
　前記帯域を選択するステップは、
　前記拡張帯域において出力対象から前記制限を加える帯域として、前記復号信号のピッ
チ周波数が高いほど除外する帯域を広く選択し、
　前記選択された帯域に前記制限を加えるステップは、
　前記選択された帯域を出力対象から除外することにより前記制限を加える、
　音声復号方法。
【請求項８】
　広帯域の信号を第１レイヤにおいて復号するとともに、前記広帯域よりも高域である拡
張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて復号する音声復号方法であって、
　前記拡張帯域において出力の際に制限を加える帯域を選択するステップと、
　復号信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加えるステップと、
　を具備し、
　前記帯域を選択するステップは、
　前記拡張帯域において前記制限を加える帯域として、前記復号信号のピッチ周波数が高
いほどエネルギーを減衰させる帯域を広く選択し、
　前記選択された帯域に前記制限を加えるステップは、
　前記選択された帯域のエネルギーを減衰させることにより前記制限を加える、
　音声復号方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばスケーラブル構成を有する音声符号化装置、音声復号装置、音声符号
化方法及び音声復号方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムでは、電波資源等の有効利用のために、音声信号を低ビットレート
に圧縮して伝送することが要求されている。その一方で、通話音声の品質向上及び臨場感
の高い通話サービスの実現も望まれており、その実現には、より帯域の広い音声信号また
は音楽信号等を高品質に符号化することが望ましい。
【０００３】
　このように相反する２つの要求に対し、複数の符号化技術を階層的に統合する技術が有
望視されている。この技術は、入力信号を広帯域（０ｋＨｚ～７ｋＨｚ）まで符号化する
第１レイヤと、入力信号と第１レイヤの復号信号とを用いて超広帯域（７ｋＨｚ～１６ｋ
Ｈｚ）まで符号化を行う帯域拡張レイヤとを階層的に組み合わせるものである。以後、第
１レイヤで符号化される信号帯域（０ｋＨｚ～７ｋＨｚ）を広帯域部、帯域拡張レイヤで
符号化される信号帯域（７ｋＨｚ～１６ｋＨｚ）を拡張帯域部と呼ぶ。図１は、入力信号
スペクトルにおける広帯域部と拡張帯域部とを示す図である。
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【０００４】
　このように階層的に符号化を行う技術は、符号化装置から得られるビットストリームに
スケーラビリティ性、すなわち、ビットストリームの一部の情報からでも復号信号を得る
ことができる性質を有するため、一般的にスケーラブル符号化（階層符号化）と呼ばれて
いる。
【０００５】
　スケーラブル符号化方式は、その性質から、ビットレートの異なるネットワーク間の通
信に柔軟に対応することができるので、ＩＰプロトコルで多様なネットワークが統合され
ていく今後のネットワーク環境に適したものと言える。
【０００６】
　ＩＴＵ－Ｔ（International Telecommunication Union Telecommunication Standardiz
ation Sector）で規格化された技術を用いてスケーラブル符号化を実現する例として、例
えば、非特許文献１に開示されている技術がある。この技術は、第１レイヤにおいて、広
帯域の信号を符号化し、帯域拡張レイヤにおいて、広帯域部の信号を用いて拡張帯域部の
信号を拡張することで符号化を行う。このようなスケーラブル構成を用いることにより、
音声信号及び、音声信号よりも帯域の広い音楽信号等の符号化における高品質化を図るこ
とが可能となる。
【０００７】
　超広帯域までの信号を符号化して高音質を実現する符号化方式の場合、信号帯域が広く
、情報量が多いため、ビットレートが高くなる。一方、無線通信において、音声通話に使
用できるビットレートは限られているため、なるべくビットレートを低くして音声通話を
行いたいという需要がある。一般に、無線通信では、周波数資源に限りがあるため、個々
の回線の通信容量を抑える必要があり、音声コーデックが用いるトータルビットレートは
１６ｋｂｐｓ程度に抑えなければならない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Recommendation ITU-T G.718 AnnexB,2010年3月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の装置においては、広帯域部の音声を高品質に符号化するためには
相対的に高いビットレートが必要なため、拡張帯域部の音声の符号化には非常に低いビッ
トレートしかビットを割り振ることができない。この結果、拡張帯域部において量子化ノ
イズが発生しやすくなり、全体としての品質を落としてしまうという問題がある。これに
対して、広帯域部の音声の符号化に用いるビットレートを抑え、拡張帯域部の符号化に割
り振るビットレートを増やした場合、広帯域音声の符号化品質が劣化するために、全体と
しての品質も劣化してしまうという問題がある。つまり、低ビットレートにおいて超広帯
域の信号を含む音声を符号化する場合、広帯域部の品質と拡張帯域部の品質とはトレード
オフの関係にある。
【００１０】
　本発明の目的は、ビットレートを低くしても符号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐこ
とができる音声符号化装置、音声復号装置、音声符号化方法及び音声復号方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の音声符号化装置は、広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、
前記広帯域よりも高域である拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符
号化装置であって、前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択する帯域
選択手段と、入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加える帯域制限手段



(5) JP 5986565 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

と、を具備する構成を採る。
【００１２】
　本発明の音声復号装置は、符号化装置において生成された、広帯域の信号を符号化する
ことによって得られた第１レイヤ符号化情報を第１レイヤにおいて復号し、前記広帯域よ
りも高域である拡張帯域の信号を符号化することによって得られた帯域拡張レイヤ符号化
情報を帯域拡張レイヤにおいて復号する音声復号化装置であって、前記拡張帯域において
出力の際に制限を加える帯域を選択する帯域選択手段と、復号信号の帯域のうち前記選択
された帯域に前記制限を加える帯域制限手段と、を具備する構成を採る。
【００１３】
　本発明の音声符号化方法は、広帯域の信号を第１レイヤにおいて符号化するとともに、
前記広帯域よりも高域である拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて符号化する音声符
号化方法であって、前記拡張帯域において符号化の際に制限を加える帯域を選択するステ
ップと、入力信号の帯域のうち前記選択された帯域に制限を加えるステップと、を具備す
るようにした。
【００１４】
　本発明の音声復号方法は、広帯域の信号を第１レイヤにおいて復号するとともに、前記
広帯域よりも高域である拡張帯域の信号を帯域拡張レイヤにおいて復号する音声復号方法
であって、前記拡張帯域において出力の際に制限を加える帯域を選択するステップと、復
号信号の帯域のうち前記選択された帯域に前記制限を加えるステップと、を具備するよう
にした。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ビットレートを低くしても符号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】入力信号スペクトルにおける広帯域部と拡張帯域部とを示す図
【図２】本発明の実施の形態１に係る音声符号化装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１における適応帯域制限部の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１における適応帯域選択部の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１における音声復号装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態２における適応帯域選択部の構成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態２における帯域制限周波数の決定方法を示す図
【図８】本発明の実施の形態２における帯域制限周波数決定部の動作を示すフロー図
【図９】本発明の実施の形態２に係る音声符号化装置の変形例を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態２の変形例における適応帯域制限部の構成を示すブロック
図
【図１１】本発明の実施の形態２の変形例における適応帯域選択部の構成を示すブロック
図
【図１２】本発明の実施の形態３における適応帯域選択部の構成を示すブロック図
【図１３】本発明の実施の形態３における帯域制限周波数の決定方法を示す図
【図１４】スケーラブル構成ではない音声符号化装置の構成を示すブロック図
【図１５】本発明の実施の形態４に係る音声復号装置の構成を示すブロック図
【図１６】本発明の実施の形態４の変形例に係る音声復号装置の構成を示すブロック図
【図１７】本発明の実施の形態４の変形例における適応帯域制限部の構成を示すブロック
図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１８】
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　（実施の形態１）
　＜音声符号化装置の構成＞
　図２は、本発明の実施の形態１に係る音声符号化装置１００の構成を示すブロック図で
ある。
【００１９】
　音声符号化装置１００は、所定の時間間隔（フレーム）単位で入力信号の符号化処理を
行ってビットストリームを生成し、生成したビットストリームを図示しない通信路（tran
smission channel）へ伝送する。
【００２０】
　第１レイヤ符号化部１０１は、入力信号の第１レイヤにおける符号化処理を行い、第１
レイヤ符号化データを生成する。第１レイヤ符号化部１０１は、生成した第１レイヤ符号
化データを帯域拡張レイヤ符号化部１０３及び多重化部１０４に出力する。
【００２１】
　適応帯域制限部１０２は、入力信号のピッチ周期に基づいて制限を加える帯域を選択し
、帯域拡張レイヤの入力信号の帯域のうち、選択した帯域に制限を加える。そして、適応
帯域制限部１０２は、選択した帯域に制限を加えた帯域制限信号を、帯域拡張レイヤ符号
化部１０３に出力する。ここで、制限を加える帯域とは、帯域拡張レイヤにおいて符号化
対象から除外する帯域、または帯域拡張レイヤにおいてエネルギーを減衰させる帯域であ
る。なお、適応帯域制限部１０２の構成の詳細については後述する。
【００２２】
　帯域拡張レイヤ符号化部１０３は、第１レイヤ符号化部１０１から入力した第１レイヤ
符号化データと、適応帯域制限部１０２から入力した帯域制限信号とを用いて、拡張帯域
部の帯域拡張レイヤにおける符号化処理を行い、帯域拡張レイヤ符号化データを生成する
。帯域拡張レイヤ符号化部１０３は、生成した帯域拡張レイヤ符号化データを多重化部１
０４に出力する。
【００２３】
　多重化部１０４は、第１レイヤ符号化部１０１から入力した第１レイヤ符号化データと
、帯域拡張レイヤ符号化部１０３から入力した帯域拡張レイヤ符号化データとを多重化し
てビットストリームを生成し、生成したビットストリームを図示しない通信路（transmis
sion channel）に出力する。
【００２４】
　＜適応帯域制限部の構成＞
　図３は、本実施の形態における適応帯域制限部１０２の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　適応帯域選択部３０１は、入力信号の特徴を分析し、分析結果に基づいて、入力信号に
おいて制限を加える帯域を選択する。適応帯域選択部３０１は、選択した制限を加える帯
域の情報を帯域制限周波数として帯域制限信号生成部３０２に出力する。なお、適応帯域
選択部３０１の構成の詳細については後述する。
【００２６】
　帯域制限信号生成部３０２は、入力信号と適応帯域選択部３０１から入力した帯域制限
周波数とに基づいて帯域制限信号を生成し、生成した帯域制限信号を帯域拡張レイヤ符号
化部１０３に出力する。
【００２７】
　具体的には、帯域制限信号生成部３０２は、適応帯域選択部３０１から入力した帯域制
限周波数より低域の周波数を通過域とし、入力信号の帯域を制限する。即ち、帯域制限信
号生成部３０２は、適応帯域選択部３０１により選択した帯域制限周波数より低域の入力
信号を、帯域制限信号として帯域拡張レイヤ符号化部１０３に出力する。この場合には、
帯域制限信号生成部３０２は、例えば低域通過フィルターにより構成される。
【００２８】
　または、帯域制限信号生成部３０２は、入力信号のうち、適応帯域選択部３０１から入
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力した帯域制限周波数よりも高域のエネルギーを減衰させた信号を、帯域制限信号として
帯域拡張レイヤ符号化部１０３に出力する。
【００２９】
　＜適応帯域選択部の構成＞
　図４は、本実施の形態における適応帯域選択部３０１の構成を示すブロック図である。
【００３０】
　ピッチ周期算出部４０１は、入力信号のピッチ周期を算出し、算出したピッチ周期を帯
域制限周波数決定部４０２に出力する。
【００３１】
　帯域制限周波数決定部４０２は、ピッチ周期算出部４０１から入力したピッチ周期を用
いて、ピッチ周期の逆数で表されるピッチ周波数Ｆ０を求め、求めたピッチ周波数Ｆ０を
用いて帯域制限周波数Ｆｃｕｔを決定する。帯域制限周波数Ｆｃｕｔは、ピッチ周波数Ｆ
０が低ければ高くなるように設定し、ピッチ周波数Ｆ０が高ければ低くなるように設定す
る。具体的には、帯域制限周波数Ｆｃｕｔは、以下の（１）式で表される。

【数１】

【００３２】
　ピッチ周期が高い音声（高音）は、比較的超広帯域部にエネルギーを多く含んでいる傾
向にあるため、低ビットレートにおいて帯域拡張レイヤで符号化した際にノイズ感が出や
すい。従って、ピッチ周期が高い音声の場合には、ピッチ周期が低い音声（低音）の場合
よりも帯域制限周波数Ｆｃｕｔを低く設定する。一方、ピッチ周期が低い音声は、ピッチ
周期が高い音声に比べて超広帯域部に含まれるエネルギーが少ない傾向にあるため、低ビ
ットレートにおいて帯域拡張レイヤで符号化した際でもノイズ感が知覚されにくい。従っ
て、ピッチ周期が低い音声の場合には、ピッチ周期が高い音声（高音）の場合よりも帯域
制限周波数Ｆｃｕｔを高く設定する。このように、帯域制限周波数Ｆｃｕｔをピッチ周期
に応じて適応的に設定することによって、超広帯域部で発生する量子化ノイズの発生を抑
え、音質改善を図ることができる。
【００３３】
　帯域制限周波数決定部４０２は、決定した帯域制限周波数Ｆｃｕｔを帯域制限信号生成
部３０２に出力する。これにより、帯域制限信号生成部３０２は、帯域制限周波数Ｆｃｕ
ｔよりも高域を通過させないようにして帯域に制限を加える。または、帯域制限信号生成
部３０２は、帯域制限周波数Ｆｃｕｔよりも高域のエネルギーを減衰させて帯域に制限を
加える。
【００３４】
　上記で説明したように、本実施の形態では、低ビットレートで超広帯域の信号を含む音
声を符号化する際に、拡張帯域部で発生する量子化ノイズを低減させるために、帯域拡張
レイヤに入力する信号の帯域を入力信号の特徴に合わせて適応的に制限する。一般に、音
声の品質は低域の信号ほど聴感的に重要であり、例えば７ｋＨｚ以上の周波数帯域では、
信号の帯域幅の差による主観的な品質の違いは感じにくくなる。この原理を利用し、入力
信号の特徴から拡張帯域部で量子化ノイズが発生しやすいと判断された場合には、入力信
号の帯域幅を制限することで、出力信号のノイズ感を低減させる。このとき、帯域を制限
したことによって帯域感の損失は生じるが、帯域幅の差による主観的な品質の違いは感じ
にくいことから、全体としての品質は向上する。
【００３５】
　＜音声復号装置の構成＞
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　図５は、本発明の実施の形態１における音声復号装置５００の構成を示すブロック図で
ある。
【００３６】
　分離部５０１は、図示しない通信路（transmission channel）を介して入力されるビッ
トストリームを第１レイヤ符号化データと帯域拡張レイヤ符号化データとに分離して、第
１レイヤ符号化データを第１レイヤ復号部５０２へ出力し、帯域拡張レイヤ符号化データ
を帯域拡張レイヤ復号部５０３へ出力する。ただし、輻輳の発生等の通信路の状況によっ
ては、符号化データの一部（例えば、帯域拡張レイヤ符号化データ）、または符号化デー
タの全てが廃棄されてしまう場合がある。この際、分離部５０１は、受信した符号化デー
タに第１レイヤ符号化データのみが含まれる場合であるのか、または第１レイヤ符号化デ
ータと帯域拡張レイヤ符号化データとの双方が含まれる場合であるのかを判定し、その判
定結果をレイヤ情報として切替部５０５に出力する。レイヤ情報は、例えば、前者の場合
を「１」、後者の場合を「２」とする。なお、音声復号装置５００は、全ての符号化デー
タを廃棄した場合、所定の補償処理を行って出力信号を生成する。
【００３７】
　第１レイヤ復号部５０２は、分離部５０１から入力した第１レイヤ符号化データの復号
処理を行って第１レイヤ復号信号を生成し、生成した第１レイヤ復号信号を加算部５０４
及び切替部５０５に出力する。
【００３８】
　帯域拡張レイヤ復号部５０３は、分離部５０１から入力した帯域拡張レイヤ符号化デー
タの復号処理を行って帯域拡張レイヤ復号信号を生成し、生成した帯域拡張レイヤ復号信
号を加算部５０４に出力する。
【００３９】
　加算部５０４は、第１レイヤ復号部５０２から入力した第１レイヤ復号信号と、帯域拡
張レイヤ復号部５０３から入力した帯域拡張レイヤ復号信号とを加算して加算復号信号を
生成し、生成した加算復号信号を切替部５０５に出力する。
【００４０】
　切替部５０５は、分離部５０１から入力したレイヤ情報を参照し、第１レイヤ符号化デ
ータのみが含まれる場合（例えば、レイヤ情報が「１」の場合）には、第１レイヤ復号信
号を復号信号として後処理部５０６に出力する。また、切替部５０５は、分離部５０１か
ら入力したレイヤ情報を参照し、第１レイヤ符号化データと帯域拡張レイヤ符号化データ
との双方が含まれる場合（例えば、レイヤ情報が「２」の場合）には、加算部５０４から
入力した、第１レイヤ復号信号と帯域拡張レイヤ復号信号とを加算した加算復号信号を、
復号信号として後処理部５０６に出力する。
【００４１】
　後処理部５０６は、切替部５０５から入力した復号信号にポストフィルタ等の後処理を
行い、出力信号として出力する。
【００４２】
　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態によれば、ピッチ周期に応じて帯域制限周波数を適応的に調整し、帯域制
限周波数以上の帯域は、帯域拡張レイヤにおける符号化対象から除外するか、または帯域
拡張レイヤにおいてエネルギーを減衰させて聴感的な重要度を下げることにより、ビット
レートを低くしても符号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐことができる。
【００４３】
　＜本実施の形態の変形例＞
　本実施の形態において、第１レイヤ符号化部１０１において入力信号を単に符号化した
が、本発明はこれに限らず、入力信号が音声であるのか音楽であるのかをモード判定し、
そのモード判定情報を適応帯域制限部１０２に出力し、適応帯域制限部１０２において入
力信号が音声の場合と音楽の場合とによって帯域制限を行うか否かを切り替えてもよい。
具体的には、入力信号が音声であった場合には帯域制限を行い、入力信号が音楽であった
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【００４４】
　また、本実施の形態において、適応帯域選択部３０１においてピッチ周波数Ｆ０から帯
域制限周波数Ｆｃｕｔを決定する際に数式を用いたが、本発明はこれに限らず、テーブル
を参照することにより、ピッチ周波数Ｆ０から帯域制限周波数Ｆｃｕｔを決定してもよい
。この際、テーブルは、入力信号のピッチ周波数Ｆ０が低いほどＦｃｕｔが高くなるよう
に、または入力信号のピッチ周波数Ｆ０が高いほどＦｃｕｔが低くなるように設計される
。
【００４５】
　また、本実施の形態において、拡張帯域部における帯域制限周波数Ｆｃｕｔより高域を
帯域制限したが、本発明はこれに限らず、拡張帯域部における品質に影響を与える所定帯
域幅を帯域制限してもよい。
【００４６】
　また、本実施の形態において、ピッチ周期算出部４０１において入力信号のピッチ周期
を算出したが、本発明はこれに限らず、第１レイヤ符号化部１０１で入力信号のピッチ周
期を算出して帯域制限周波数決定部４０２に出力してもよい。この場合には、ピッチ周期
算出部４０１を不要にすることができる。
【００４７】
　（実施の形態２）
　本実施の形態は、入力信号をＦＦＴ（Fast Fourier Transform）分析することによりス
ペクトルを求め、求めたスペクトルと、ピッチ周波数及びビットレートによって決まる閾
値とを用いて帯域制限周波数を決定する点に特徴を有する。ここでビットレートは、音声
符号化装置の外部から入力される。
【００４８】
　＜適応帯域選択部の構成＞
　図６は、本発明の実施の形態２における適応帯域選択部６００の構成を示すブロック図
である。なお、本実施の形態における音声符号化装置は、図２と同一構成であるので、そ
の説明を省略する。本実施の形態における適応帯域制限部は、適応帯域選択部３０１の代
わりに適応帯域選択部６００を有する以外は図３と同一構成であるので、その説明を省略
する。また、本実施の形態における音声復号装置は、図５と同一構成であるので、その説
明を省略する。
【００４９】
　スペクトル算出部６０１は、入力信号に対してＦＦＴ分析を行ってスペクトルを算出し
、算出したスペクトルのスペクトル情報を帯域制限周波数決定部６０４に出力する。
【００５０】
　ピッチ周期算出部６０２は、入力信号のピッチ周期を算出し、算出したピッチ周期を閾
値算出部６０３に出力する。
【００５１】
　閾値算出部６０３は、ピッチ周期算出部６０２から入力したピッチ周期と、入力したビ
ットレートとから閾値を算出し、算出した閾値Ｉｔｈを帯域制限周波数決定部６０４に出
力する。ビットレートは、予め設定した値である。閾値Ｉｔｈは、以下の（２）式より求
められる。
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【数２】

【００５２】
　ここで、ピッチ周波数は、ピッチ周期算出部６０２から入力したピッチ周期の逆数で表
される。（２）式より、閾値Ｉｔｈは、ビットレートが高くなるほど大きくなり、ピッチ
周波数が高くなるほど小さくなる。また、ビットレートは、コーデック全体に割り当てら
れるビットレートでもよいし、帯域拡張レイヤだけに割り当てられるビットレートでもよ
い。
【００５３】
　帯域制限周波数決定部６０４は、スペクトル算出部６０１から入力したスペクトル情報
と、閾値算出部６０３から入力した閾値とを用いて帯域制限周波数を決定し、決定した帯
域制限周波数を帯域制限信号生成部３０２に出力する。
【００５４】
　＜帯域制限周波数の決定方法＞
　図７は、帯域制限周波数の決定方法を示す図である。図７は、超広帯域音声スペクトル
を、Ｅ［０］～Ｅ［８］の９つのサブバンドに分割した場合を示す。なお、超広帯域音声
スペクトルは、９つのサブバンドに分割する場合に限らず、任意の数のサブバンドに分割
することができる。また、各サブバンドの帯域幅は、等幅である場合に限らず、異なる幅
であってもよい。
【００５５】
　帯域制限周波数決定部６０４は、全サブバンドのエネルギーの総和Ｅａｌｌに対する、
低域からの各サブバンドエネルギーＥ［ｋ］の累積和Ｅｆ［ｋ］のサブバンドエネルギー
の比（Ｅｆ［ｋ］／Ｅａｌｌ）を求める。ここでｋは０から８までの整数で表されるサブ
バンドインデックスである。そして、帯域制限周波数決定部６０４は、サブバンドエネル
ギー比が、閾値算出部６０３から入力した閾値Ｉｔｈより大きな値になったときのサブバ
ンドインデックスｋ（図７の場合はｋ＝５）を帯域制限信号生成部３０２に出力する。
【００５６】
　＜帯域制限周波数決定部の動作＞
　図８は、帯域制限周波数決定部６０４の動作を示すフロー図である。
【００５７】
　帯域制限周波数決定部６０４は、まず全サブバンドエネルギーの総和Ｅａｌｌを「０」
にして初期化する（ステップＳＴ８０１）。
【００５８】
　次に、帯域制限周波数決定部６０４は、全サブバンドエネルギーの総和Ｅａｌｌを求め
る（ステップＳＴ８０２）。
【００５９】
　次に、帯域制限周波数決定部６０４は、サブバンドエネルギーの累積和Ｅｆ［ｋ］を求
めるために、サブバンドインデックスｋとサブバンドエネルギーの累積和Ｅｆ［０］とを
０にして初期化する（ステップＳＴ８０３）。
【００６０】
　次に、帯域制限周波数決定部６０４は、サブバンドインデックスｋに対応するサブバン
ドエネルギーの累積和Ｅｆ［ｋ］を求め（ステップＳＴ８０４）、それを用いて得られる
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サブバンドエネルギー比（Ｅｆ［ｋ］／Ｅａｌｌ）と閾値算出部６０３から出力された閾
値Ｉｔｈとを比較する（ステップＳＴ８０５）。
【００６１】
　サブバンドエネルギー比が閾値Ｉｔｈ以下の場合（ステップＳＴ８０５：ＮＯ）には、
帯域制限周波数決定部６０４は、サブバンドインデックスｋの値をインクリメントし（ス
テップＳＴ８０６）、所定の範囲の探索が終了したか否かを判定する（ステップＳＴ８０
７）。
【００６２】
　探索が終了していない場合（ステップＳＴ８０７：ＮＯ）には、帯域制限周波数決定部
６０４は、サブバンドエネルギー比が閾値Ｉｔｈより大きくなるまでステップＳＴ８０４
～ステップＳＴ８０７の処理を繰り返す。
【００６３】
　一方、サブバンドエネルギー比が閾値Ｉｔｈを超えた場合（ステップＳＴ８０５：ＹＥ
Ｓ）、または所定の範囲の探索が終了した場合（ステップＳＴ８０７：ＹＥＳ）には、帯
域制限周波数決定部６０４は、そのときのサブバンドインデックスｋを帯域制限信号生成
部３０２に出力する（ステップＳＴ８０８）。サブバンドインデックスｋの各々は、各サ
ブバンドの上端周波数と一対一で各々対応しており、この上端周波数を帯域制限周波数と
見なす。
【００６４】
　このように、本実施の形態では、サブバンドエネルギー比を用いて帯域制限周波数を設
定することで、全帯域の中でエネルギーが比較的大きい帯域と小さい帯域とに分割し、エ
ネルギーが小さい帯域を符号化対象から除外するか、またはエネルギーが小さい帯域のエ
ネルギーを減衰させることによって聴感的な重要度を下げる。
【００６５】
　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態によれば、サブバンドエネルギー比に応じて帯域制限周波数を適応的に調
整することにより、ビットレートを低くしても符号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐこ
とができる。
【００６６】
　＜本実施の形態の変形例＞
　本実施の形態において、スペクトル算出部６０１は、入力信号に対してＦＦＴ分析を行
うことによりスペクトルを算出したが、本発明はこれに限らず、第１レイヤ符号化部で生
成されるＬＰＣ（Linear Prediction coding）係数を用いてスペクトル包絡を求めてもよ
い。
【００６７】
　図９は、本実施の形態に係る音声符号化装置の変形例（音声符号化装置９００）を示す
ブロック図である。なお、図９に示す音声符号化装置９００は、図２に示す実施の形態１
に係る音声符号化装置１００に対して、適応帯域制限部１０２の代わりに適応帯域制限部
９０１を有する。なお、図９において、図２と同一構成である部分には同一の符号を付し
てその説明を省略する。
【００６８】
　第１レイヤ符号化部１０１は、入力信号の符号化処理を行い、第１レイヤ符号化データ
を生成する。第１レイヤ符号化部１０１は、生成した第１レイヤ符号化データを帯域拡張
レイヤ符号化部１０３及び多重化部１０４に出力するとともに、第１レイヤ符号化部１０
１で生成されるＬＰＣ係数を適応帯域制限部９０１に出力する。ＬＰＣ係数は、例えば、
自己相関法により算出する。
【００６９】
　適応帯域制限部９０１は、入力信号と、第１レイヤ符号化部１０１から入力したＬＰＣ
係数とに基づいて、帯域拡張レイヤにおいて制限を加える帯域を選択する。そして、適応
帯域制限部９０１は、入力信号の帯域のうち、選択した帯域に制限を加えた帯域制限信号
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を、帯域拡張レイヤ符号化部１０３に出力する。なお、適応帯域制限部９０１の構成の詳
細については後述する。
【００７０】
　帯域拡張レイヤ符号化部１０３は、第１レイヤ符号化部１０１から入力した第１レイヤ
符号化データと、適応帯域制限部９０１から入力した帯域制限信号とを用いて拡張帯域部
の符号化処理を行い、帯域拡張レイヤ符号化データを生成する。帯域拡張レイヤ符号化部
１０３は、生成した帯域拡張レイヤ符号化データを多重化部１０４に出力する。
【００７１】
　図１０は、適応帯域制限部９０１の構成を示すブロック図である。なお、図１０に示す
適応帯域制限部９０１は、図３に示す実施の形態１における適応帯域制限部１０２に対し
て、適応帯域選択部３０１の代わりに、適応帯域選択部１００１を有する。なお、図１０
において、図３と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明を省略する。なお
、適応帯域選択部１００１の構成の詳細については後述する。
【００７２】
　適応帯域選択部１００１は、入力信号の特徴を分析し、分析結果と第１レイヤ符号化部
１０１から入力したＬＰＣ係数とに基づいて、入力信号において制限を加える帯域を選択
する。適応帯域選択部１００１は、選択した制限を加える帯域の情報を帯域制限周波数と
して帯域制限信号生成部３０２に出力する。なお、適応帯域選択部１００１の構成の詳細
については後述する。
【００７３】
　帯域制限信号生成部３０２は、入力信号と適応帯域選択部１００１から入力した帯域制
限周波数とに基づいて帯域制限信号を生成し、生成した帯域制限信号を帯域拡張レイヤ符
号化部１０３に出力する。なお、本実施の形態における帯域制限信号生成部３０２の構成
及び動作は、上記の実施の形態１の帯域制限信号生成部３０２と同一であるので、その詳
細な説明を省略する。
【００７４】
　図１１は、本実施の形態における適応帯域選択部１００１の構成を示すブロック図であ
る。なお、図１１に示す適応帯域選択部１００１は、図６に示す本実施の形態における適
応帯域選択部６００に対して、スペクトル算出部６０１を除き、スペクトル包絡算出部１
１０１を追加する。なお、図１１において、図６と同一構成である部分には同一の符号を
付してその説明を省略する。
【００７５】
　スペクトル包絡算出部１１０１は、第１レイヤ符号化部１０１から入力したＬＰＣ係数
を用いて、スペクトル包絡を推定し、推定したスペクトル包絡をスペクトル情報として帯
域制限周波数決定部６０４に出力する。このスペクトル情報を基に、帯域制限周波数決定
部６０４では、ＦＦＴ分析でスペクトルを求めた場合と同様にして、前記サブバンドエネ
ルギー比を求めることができる。
【００７６】
　上記の構成により、本実施の形態の効果と同様の効果を得ることができる。
【００７７】
　なお、本実施の形態の変形例において、スペクトル包絡算出部１１０１は、ＬＰＣ係数
を用いてスペクトル包絡を求めたが、本発明はこれに限らず、ＬＰＣ係数以外のＬＳＰ（
Linear Spectral Pairs）、ＬＳＦ（Linear Spectral Frequencies）、ＩＳＰ（Immitanc
e Spectral Pairs）ＩＳＦ（Immitance Spectral Frequencies）またはＰＡＲＣＯＲ（Pa
rtial Auto Correlation）係数などを用いてスペクトル包絡を求めることができる。
【００７８】
　＜本実施の形態におけるその他の変形例＞
　本実施の形態において、スペクトル算出部は、入力信号に対してＦＦＴ分析を行ってス
ペクトルを算出したが、本発明はこれに限らず、ＦＦＴ以外のＤＦＴ（Discrete Fourier
 Transform）、ＤＣＴ（Discrete Cosine Transform）、ＭＤＣＴ（Modified Discrete C
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【００７９】
　また、本実施の形態において、ピッチ周期算出部６０２において入力信号のピッチ周期
を算出したが、本発明はこれに限らず、第１レイヤ符号化部１０１で入力信号のピッチ周
期を算出して閾値算出部６０３に出力してもよい。この場合には、ピッチ周期算出部６０
２を不要にすることができる。
【００８０】
　（実施の形態３）
　本実施の形態は、無声区間における背景雑音スペクトルと、有声区間における音声スペ
クトルとの比較に基づく帯域制限を行うことで、制限帯域を符号化対象から除外する点に
特徴を有する。すなわち、無声区間においては背景雑音スペクトルを求め、有声区間では
音声スペクトルを求める。有声区間においては、背景雑音のレベルを下回る帯域の音声ス
ペクトルに関しては背景雑音にマスキングされ、聴感上重要ではないとみなすことができ
るので、この背景雑音のレベルを下回る帯域を制限する。
【００８１】
　＜適応帯域選択部の構成＞
　図１２は、本発明の実施の形態３における適応帯域選択部１２００の構成を示すブロッ
ク図である。なお、本実施の形態における音声符号化装置は、図２と同一構成であるので
、その説明を省略する。また、本実施の形態における適応帯域制限部１０２は、適応帯域
選択部３０１の代わりに適応帯域選択部１２００を有する以外は図４と同一構成であるの
で、その説明を省略する。また、本実施の形態における音声復号装置は、図５と同一構成
であるので、その説明を省略する。
【００８２】
　スペクトル算出部１２０１は、入力信号に対してＦＦＴ分析を行うことにより、入力信
号のスペクトルを求め、求めたスペクトルのスペクトル情報をスイッチ部１２０３及び帯
域制限周波数決定部１２０５に出力する。
【００８３】
　音声検出部１２０２は、入力信号を用いて無声区間か有声区間かを検出し、検出情報を
スイッチ部１２０３に出力する。音声検出部１２０２は、例えば無声区間なら「０」、有
声区間なら「１」を検出情報としてスイッチ部１２０３に出力する。
【００８４】
　スイッチ部１２０３は、音声検出部１２０２から入力した検出情報を用いてスイッチン
グを行う。具体的には、スイッチ部１２０３は、検出情報が無声区間の場合（例えば、検
出情報「０」の場合）のみ、スペクトル算出部１２０１から入力したスペクトル情報を背
景雑音スペクトル算出部１２０４に出力する。一方、スイッチ部１２０３は、検出情報が
有声区間の場合（例えば、検出情報「１」の場合）は、スイッチをオフにして何も出力し
ない。
【００８５】
　背景雑音スペクトル算出部１２０４は、無声区間のフレームの間、スイッチ部１２０３
から入力したスペクトル情報におけるサブバンドエネルギーの平均化をサブバンド毎に行
い、サブバンド毎に平均化された背景雑音スペクトルを帯域制限周波数決定部１２０５に
出力する。背景雑音スペクトルの平均化は、例えば次の（３）式のように行われる。
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【数３】

【００８６】
　（３）式において、次の無声区間のフレームにおけるＮｅを求める際には、Ｎｐｒｅｖ
に前フレームにおけるＮｅを代入することでＮｐｒｅｖを更新する。
【００８７】
　帯域制限周波数決定部１２０５は、サブバンドごとにスペクトル算出部１２０１から入
力したスペクトル情報のスペクトルＳから、背景雑音スペクトル算出部１２０４から入力
した平均化された背景雑音スペクトルＮｅを対数領域において引き算する。そして、帯域
制限周波数決定部１２０５は、引き算した値が負になったときの周波数の値を、帯域制限
周波数Ｆｃｕｔとして帯域制限信号生成部３０２に出力する。一方、帯域制限周波数決定
部１２０５は、引き算した値が負にならなかった場合には、帯域制限周波数Ｆｃｕｔの値
を１６ｋＨｚに設定して、帯域制限信号生成部３０２に出力する。すなわち、帯域制限を
行わない。
【００８８】
　＜帯域制限周波数の決定方法＞
　図１３は、本実施の形態における帯域制限周波数の決定方法を示す図である。
【００８９】
　帯域制限周波数決定部１２０５は、図１３（Ａ）に示す入力信号から無声区間と有声区
間とを検出し、無声区間において入力信号のＦＦＴ分析を行うことにより、図１３（Ｂ）
に示す背景雑音スペクトルを得る。
【００９０】
　また、帯域制限周波数決定部１２０５は、有声区間においても入力信号のＦＦＴ分析を
行うことにより、図１３（Ｃ）に示す音声スペクトルを得る。
【００９１】
　帯域制限周波数決定部１２０５は、図１３（Ｄ）に示すように、図１３（Ｂ）のスペク
トルと図１３（Ｃ）のスペクトルとを比較する。そして、帯域制限信号生成部３０２は、
音声スペクトルが背景雑音スペクトルのレベルを下回る帯域（図１３（Ｄ）においてはＦ
ｃｕｔ以上の帯域）を、符号化対象から除外するか、または音声スペクトルが背景雑音ス
ペクトルのレベルを下回る帯域（図１３（Ｄ）においてはＦｃｕｔ以上の帯域）のエネル
ギーを減衰させることにより帯域に制限を加える。
【００９２】
　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態によれば、音声スペクトルのレベルと背景雑音スペクトルのレベルとの関
係に応じて帯域制限周波数を適応的に調整することにより、ビットレートを低くしても符
号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐことができる。
【００９３】
　＜本実施の形態の変形例＞
　本実施の形態において、スペクトル算出部は、入力信号に対してＦＦＴ分析を行ってス
ペクトルを算出したが、本発明はこれに限らず、ＦＦＴ以外のＤＦＴ、ＤＣＴ、ＭＤＣＴ
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またはフィルタバンクなどを使用することができる。
【００９４】
　＜実施の形態１～実施の形態３に共通の変形例＞
　上記の実施の形態１～実施の形態３において、音声符号化装置をスケーラブル構成とし
て説明したが、本発明はこれに限らず、スケーラブル構成ではない符号化方式にも適用可
能である。図１４は、スケーラブル構成ではない音声符号化装置１４００の構成を示すブ
ロック図である。本発明は、図１４に示すような音声符号化装置１４００にも適用するこ
とができる。
【００９５】
　図１４より、適応帯域制限部１４０１は、帯域拡張レイヤにおいて制限する帯域を選択
し、入力信号の帯域のうち選択した帯域を制限した帯域制限信号を符号化部１４０２に出
力する。なお、適応帯域制限部１４０１は、上記の実施の形態１～実施の形態３に示した
何れか１つの方法を採用して帯域制限周波数を決定することができる。この際、例えば符
号化部１４０２が符号化対象とする帯域が狭帯域（０Ｈｚ～３．５ｋＨｚ）の場合には、
適応帯域制限部１４０１で決定される帯域制限周波数の下限は、３．５ｋＨｚまでの値を
とり得る。
【００９６】
　符号化部１４０２は、適応帯域制限部１４０１から入力した帯域制限信号を符号化して
ビットストリームを生成し、生成したビットストリームを図示しない通信路に出力する。
【００９７】
　（実施の形態４）
　本実施の形態は、音声復号装置において帯域に制限を加える点に特徴を有する。
【００９８】
　図１５は、本実施の形態に係る音声復号装置１５００の構成を示すブロック図である。
【００９９】
　復号部１５０１は、図示しない通信路（transmission channel）を介して入力されるビ
ットストリームを復号して復号信号を生成し、生成した復号信号を適応帯域制限部１５０
２に出力する。なお、本実施の形態における復号部１５０１は、一例として、図５の音声
復号装置５００と同一構成としてもよく、ここではその詳細な説明を省略する。
【０１００】
　適応帯域制限部１５０２は、制限を加える帯域を選択し、復号部１５０１から入力した
復号信号の帯域のうち、選択した帯域に制限を加えた帯域制限信号を出力信号として出力
する。この際、適応帯域制限部１５０２は、上記の実施の形態１～実施の形態３に示した
何れか１つの方法を採用して帯域制限周波数を決定する。
【０１０１】
　即ち、適応帯域制限部１５０２は、復号部１５０１から入力した復号信号のピッチ周期
に基づいて制限を加える帯域を選択する。または、適応帯域制限部１５０２は、復号部１
５０１から入力した復号信号に対してＦＦＴ分析を行ってスペクトルを算出し、算出した
スペクトルと（２）式により求めた閾値とを用いて制限を加える帯域を選択する。または
、適応帯域制限部１５０２は、復号部１５０１から入力した復号信号に対してＦＦＴ分析
を行ってスペクトルを算出し、サブバンドごとに算出したスペクトルから、平均化された
背景雑音スペクトルを対数領域において引き算し、引き算した値が負になったときの周波
数以上の周波数を制限を加える帯域として選択する。
【０１０２】
　すなわち、前述の実施の形態の符号化装置のように、適応帯域制限部１５０２は、ピッ
チ周波数が高いほど広い、除外する帯域を選択する構成を有するようにしたり、あるいは
、符号化装置がスケーラブル構成の場合は、ピッチ周波数が高いほど広い、拡張帯域のエ
ネルギーを減衰させる帯域を選択する構成を有するようにしてもよい。
【０１０３】
　なお、適応帯域制限部１５０２は、例えば復号部１５０１が復号対象とする帯域が狭帯
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域（０Ｈｚ～３．５ｋＨｚ）の場合には、帯域制限周波数の下限として３．５ｋＨｚまで
の値をとり得る。
【０１０４】
　＜本実施の形態の効果＞
　本実施の形態による音声復号装置は、帯域制限周波数を適応的に調整し、帯域制限周波
数以上の帯域を、帯域拡張レイヤにおける符号化対象から除外するか、または帯域拡張レ
イヤにおいてエネルギーを減衰させて聴感的な重要度を下げることにより、ビットレート
を低くしても符号化に伴う全体的な品質の劣化を防ぐことができる。
【０１０５】
　＜本実施の形態の変形例＞
　図１６は、本実施の形態の変形例に係る音声復号装置１６００を示すブロック図である
。
【０１０６】
　本実施の形態の変形例における音声復号装置１６００は、適応帯域制限部１６０２にお
いて、上記実施の形態２の方法を用いて帯域制限周波数を決定する。この場合、復号部１
６０１で生成されるＬＰＣ係数を用いる。
【０１０７】
　復号部１６０１は、図示しない通信路（transmission channel）を介して入力されるビ
ットストリームを復号して復号信号を生成し、生成した復号信号を適応帯域制限部１６０
２に出力する。この際、復号部１６０１は、ＬＰＣ係数を生成し、生成したＬＰＣ係数を
適応帯域制限部１６０２に出力する。ＬＰＣ係数は、例えば、自己相関法により算出する
。なお、復号部１６０１におけるその他の構成及び動作は、図５の音声復号装置５００と
同一であるので、その説明を省略する。
【０１０８】
　適応帯域制限部１６０２は、復号部１６０１から入力した復号信号及びＬＰＣ係数に基
づいて、制限を加える帯域を選択し、復号部１６０１から入力した帯域拡張レイヤの復号
信号の帯域のうち、選択した帯域に制限を加える。そして、適応帯域制限部１６０２は、
選択した帯域に制限を加えた帯域制限信号を出力信号として出力する。
【０１０９】
　図１７は、本実施の形態の変形例における適応帯域制限部１６０２の構成を示すブロッ
ク図である。
【０１１０】
　適応帯域選択部１７０１は、復号部１６０１から入力した復号信号の特徴を分析し、分
析結果と復号部１６０１から入力したＬＰＣ係数とに基づいて、復号信号において制限を
加える帯域を選択する。適応帯域選択部１７０１は、選択した制限を加える帯域の情報を
帯域制限周波数として帯域制限信号生成部１７０２に出力する。
【０１１１】
　帯域制限信号生成部１７０２は、復号部１６０１から入力した復号信号と適応帯域選択
部１７０１から入力した帯域制限周波数とに基づいて帯域制限信号を生成し、生成した帯
域制限信号を出力信号として出力する。
【０１１２】
　具体的には、帯域制限信号生成部１７０２は、適応帯域選択部１７０１から入力した帯
域制限周波数より低域の周波数を通過域とし、復号部１６０１から入力した復号信号にお
いて帯域に制限を加える。即ち、帯域制限信号生成部１７０２は、適応帯域選択部１７０
１により選択した帯域制限周波数より低域の入力信号を出力信号（帯域制限信号）として
出力する。この場合には、帯域制限信号生成部１７０２は、例えば低域通過フィルターに
より構成される。
【０１１３】
　または、帯域制限信号生成部１７０２は、入力信号のうち、適応帯域選択部１７０１か
ら入力した帯域制限周波数よりも高域のエネルギーを減衰させた信号を、出力信号（帯域
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制限信号）として出力する。
【０１１４】
　この変形例によれば、上記実施の形態２と同様の効果を得ることができる。
【０１１５】
　なお、本実施の形態の変形例は、復号部１６０１がスケーラブル構成である場合に限ら
ず、スケーラブル構成以外の構成にも適用可能である。
【０１１６】
　＜全ての実施の形態に共通の変形例＞
　上記の実施の形態１～実施の形態４において、階層数が２のスケーラブル構成にしたが
、本発明はこれに限らず、階層数が３以上のスケーラブル構成にも適用可能である。
【０１１７】
　また、上記の実施の形態１～実施の形態４において、入力信号は音声信号、音楽信号、
あるいは音声と音楽とが混在する信号の何れであってもよい。
【０１１８】
　また、上記の実施の形態１～実施の形態４において、本発明をハードウェアで構成する
場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも
実現することも可能である。
【０１１９】
　また、上記の実施の形態１～実施の形態４の説明に用いた各機能ブロックは、典型的に
は集積回路であるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、
一部または全てを含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積
度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称される
こともある。
【０１２０】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）、または、ＬＳＩ内部の回路セルの接続または設定を再構成可能
なリコンフィギュラブルプロセッサを利用してもよい。
【０１２１】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１２２】
　２０１１年６月９日出願の特願２０１１－１２９４２８の日本出願及び２０１１年８月
５日出願の特願２０１１－１７２３９３の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の
開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明は、例えばスケーラブル構成を有する音声符号化装置、音声復号装置、音声符号
化方法及び音声復号方法に好適である。
【符号の説明】
【０１２４】
　１０１　第１レイヤ符号化部
　１０２、９０１、１４０１、１５０２、１６０２　適応帯域制限部
　１０３　帯域拡張レイヤ符号化部
　１０４　多重化部
　３０１、６００、１００１、１７０１　適応帯域選択部
　３０２、１７０２　帯域制限信号生成部
　４０１、６０２　ピッチ周期算出部
　４０２、６０４、１２０５　帯域制限周波数決定部
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　６０１、１２０１　スペクトル算出部
　６０３　閾値算出部
　１１０１　スペクトル包絡算出部
　１２０２　音声検出部
　１２０３　スイッチ部
　１２０４　背景雑音スペクトル算出部
　１４０２　符号化部
　１５０１、１６０１　復号部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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